
 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

  令和６年３月２９日 

 

光地区消防組合 

管理者 市 川   熙    



 

光地区消防組合職員の給与に関する条例及び光地区消防組合職員の懲戒の手

続及び効果に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

 

光地区消防組合 

管理者 市 川   熙    

 

光地区消防組合条例第３号 

   光地区消防組合職員の給与に関する条例及び光地区消防組合職員の懲戒

の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 （光地区消防組合職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 光地区消防組合職員の給与に関する条例（昭和４７年光地区消防組合

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。 

  第４条を第５条とする。 

  第３条中「平成１６年光市条例第４０号」の次に「。以下「光市条例」と

いう。」を加え、「とする」を「とし、光市条例第１４条第４項中「給料及

び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び地域手当」と、光市条例第１

４条の４第３項及び第１８条中「給料の月額」とあるのは「給料及び地域手

当の月額の合計額」と、それぞれ読み替えるものとする」に改め、同条を第

４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

  （地域手当） 

 第３条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地

域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 

 ２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、

次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 



 

  (１) １級地 １００分の２０ 

  (２) ２級地 １００分の１６ 

  (３) ３級地 １００分の１５ 

  (４) ４級地 １００分の１２ 

  (５) ５級地 １００分の１０ 

  (６) ６級地 １００分の６ 

  (７) ７級地 １００分の３ 

 ３ 前項の地域手当の級地は、規則で定める。 

 （光地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 光地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４７年

光地区消防組合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「給料の月額」の次に「及びこれに対する地域手当の月額の合計

額」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


